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県の財政再建で職員に賃下げを協力していただ

くと次長が言ったが、痛みを押しつけられた県民

の批判を和らげるためのスケープゴートに我々は

使われている。

もらってもいない給与で算定された公民較差を

解消するために住居手当を引き下げるというのは

全く理不尽。国に官舎が多く、県では持ち家が多

いことを考えれば、引き下げ自体がおかしい。

給与構造改革に伴う現給保障額は最低限の保障

で、給与表の額が保障額を超えたときに現給保障

がなくなるという性格のものであり、引き下げる

のは不当である。

「行革」カットによってすでに民間より低い賃

金であり、架空の較差解消のために不利益遡及す

るのはとんでもない。人事委員会も「本県の実情」

を考慮せよといっている。

国の予算は引き下げられたが、県独自に決める

ことができる。これまで長年賃金抑制を押しつけ

られていることから、これらについても引き下げ

るな。

本来定数は全て正規であるべきで、教職員を採

用せずにきた県教委には責任がある。採用を増や

す計画を示せ。

正規職員とほとんど変わらない勤務にもかかわ

らず、賃金が低く抑えられている。臨時講師等の

号給が1級81号で頭打ちになっていることに合理的

な理由はあるのか。

「空白の１日」のために現場に混乱が生じている。

必要な期間にもかかわらず空白の期間を設けるこ

とは不適切と人事院も言っている。他県に先がけ

て、撤廃してもらいたい。

元々教員には超勤をさせてはならないという観点

をしっかり持て。昨年からの県教委の取り組みは、

まだ現場で実効性が出ていない。「子どものため

に」といって、新たな仕事をどんどん増やすこと

も止めよ。

管理職によるパワハラまがいの実態が多数ある。

管理職が成果主義に追い立てられていることもパ

ワハラ増加の原因ではないか。

試行５年で役に立つどころか職員の士気を低下

させ、管理職への不信感を増大させ、職員間の同

僚性を破壊する方向にしか働いていない。すぐに

廃止を要求する。

我々は教育環境整備に喜びと誇りを持って仕事

に取り組んでいる。しかし二重三重の賃金削減で、

10年前の年収を下回るようでは希望が持てない。

待遇の抜本的改善を求める。

定年延長：今の仕事で働き続ければ、定年延長

になると現職死亡するか、年金がないが退職せざ

るを得ない状況になる。大きな心配をしている。

臨時教職員：47．8％が臨時教職員の学校、正規

職員が3分の１しかいない学部がある。1日も早く

改善してほしいという声を受け止めよ。

民間委託：民間委託の入札のしわ寄せが、雇用

される人の賃金にいく。安くてもいいという人し

か働けないシステムはだめだ。県「行革」の進め

方は余りにも荒っぽい。

教育次長からは、県人勧の説明があっただけで

具体的な回答はまだありませんでした。高教組は、

今後の交渉で、教職員を励ます誠意ある回答を求

めていきます。

県教委との賃金確定交渉が、10月27日より始まりました。今年度の勧告は昨年

に引き続き給料表・一時金共に引き下げで、2年連続の大幅賃下げ勧告となっていま

す。その上に、県の「行革」により、現在給料の5％カットが行われています。これ

以上の賃下げは、教職員の士気低下を招き、ひいては子どもたちの教育条件、兵庫

の未来に悪影響を及ぼします。交渉団は、教職員の思いをしっかり受け止めるよう、

県教委に強く要請しました。

冒頭のあいさつで津川委員長は、「新『行革』プ

ランの目的は、『元気で安心・安全な兵庫への飛躍』

とプラン自身に書かれてある。しかし『行革』によっ

て学校は、予算が削られ、統廃合が画策され、教職

員の賃金が削減されて、非正規化・民間委託が進ん

でいる。その結果病気休職者が急増し、また定年ま

で10年近くを残して退職せざるを得ない状況。この

交渉で兵庫の教育条件を真摯に見直し、子ども達と

教職員が共に元気で安心安全に学び、働き、生活で

きる方向に転換していくことが求められている。子

ども達の人間らしい成長を支える責務を果たすこと

が、我々と県教委の喜びのはずだ」と述べ、交渉を

実りあるものにしていくよう呼びかけました。


